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〒542-0082 阪維新の会〒542 

大阪市中央区島之内 1-17-16 三栄長堀ビル 2F 

   大阪維新の会 御中 

 Tel.06-6120-5581／Fax.06-6120-5582 

 

「大阪維新の会」様 

 

 私たちは、「君が代起立命令」に関し、合憲判断を下した最高裁判決の中で、反対意見を述べた宮川

光治裁判官に意見に留意しつつ、大阪維新の会による「君が代条例」と「処罰条例」に強く反対しま

す。 

憲法は少数者の思想・良心を多数者のそれと等しく尊重し、その思想・良心の核心に反する行為を

強制することは許容していません。国旗に対する敬礼や国歌の斉唱は多くの人々にとっては自発的な

行為であり、起立斉唱は儀式におけるマナーであるでしょう。しかし、そうではない人々が相当多数

存在しています。少数であっても、そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的・宗教的問

いを社会に投げかけています。 

 「君が代条例」は、〔目的〕府民が伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する意識の高揚に資する

とともに、府立学校、府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図る、〔国旗掲揚〕府の施設で

執務時間に国旗を掲げる、〔国歌斉唱〕学校の行事で行われる国歌斉唱では、教職員は起立により斉唱

を行う、という骨子で構成されています。 

 「君が代条例」は、直接には教職員らの歴史観、世界観、宗教観、教育上の信念をもつことを禁じ

たり、これに反対する思想を強制したりするものではないので、一見明白に憲法「第十九条 思想及

び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反するとは言えません。しかし、不起立不斉唱は思

想・良心・信仰の核心の表出であるか、少なくとも密接に関連する可能性があるものです。 

 「君が代条例」は、起立斉唱行為を一般的、客観的な視点、いわば多数者の視点で評価しています。

およそ精神的自由権、宗教的自由権に関する問題を多数者の観点からのみ考えることは相当ではあり

ません。割り切って起立斉唱する方もあるでしょう。面従腹背される方もあるでしょう。起立はされ

るが、声を出して斉唱されない方もあるでしょう。深刻に悩んだ結果として、あるいは信念また信仰

告白としてそのように行動することを潔しとしなかった場合、その信条や行動を一般的でないからと

して過小評価するのは相当ではありません。 

 1999 年の国旗・国歌法の施行後、都立高校において、一部の教職員に不起立不斉唱があっても式典

は支障なく進行していました。こうした事態を、起立斉唱を義務づけた都教委の 2003 年の通達は一変
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させました。卒業式に都職員を派遣し、監視していることや処分状況をみると、通達は式典の円滑な

進行を図る価値中立な意図ではなく、特定の歴史観・価値観・宗教観を持つ教職員を念頭におき、そ

の歴史観に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観に反する行為を強制する

ことにありました。 

 大阪府の場合、橋下知事は教職員が自分の思うように動かないことにいらだちを表明してきました。

学力向上のため競争を持ち込もうと全国学力調査の結果を市町村別に公表しようとしたも、教員から

「過度の競争につながる」と批判の声が上がったことを問題視してきました。今の教育委員会制度は

戦後、教育の政治的中立性を保つためにつくられた仕組みで、首長の価値観で口出しできないように

なっています。そのような只中、先の統一地方選挙で、知事の率いる「大阪維新の会」が過半数の議

席を取ったことで、知事の思うとおりの条例をつくることができるようになりました。そのようにし

てつくられた最初の条例でした。9 月の府議会では、繰り返し違反した教員を免職にする仕組みを決め

る条例をつくりたいと明言しています。 

 日本の歴史を振り返りますと、秀吉・家康の時代にキリシタン弾圧があり踏絵によって「内心の宗

教観」が強制的に表出させられ、残酷な刑罰が下されました。明治政府成立期には、教育勅語に拝礼

しなかった人々は、内村鑑三をはじめとし数多くの教職員が職を奪われました。満州事変以降、戦争

が激化した時期の国家神道下で、日の丸・君が代・天皇崇拝・神社参拝等が強制され、従わない者は

処罰され迫害されました。このような歴史をもつ日本に、第二次世界大戦後、歴史上はじめて「真の

思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される憲法が与えられました。私たちは、この愛すべき

国日本を「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される国として、子々孫々へと継承して

いきたく願っています。教職員においてすら、そのような自由が徹底して保証される国、どのような

歴史観・価値観・宗教観の教職員も、それぞれの内心の自由が尊重されるとともに、その内心の自由

を侵すいかなる所作も強制されることのない国として継承していきたく願っています。 

 

2011 年 6 月 17 日

代表 一宮基督教研究所 安黒務

私たちは、上記の主旨に賛同し、大阪維新の会の「君が代条例」と「処分条例」に反対します。 
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